
 

ハラスメント対応フロー（１） 

   
 
※ハラスメントに関する相談窓口のほか、担当教員、学生相談室、学生生活指導委員、所属長など悩み全般や問題解決に手助けしてくれる窓口 
 が他にもあります。個別の事情に合わせ、よく理解してくれる人に相談するのも問題解決の方法の一つです。 
 
※１：「相談窓口」⇒「委員会」へ移行のルール 
 以下、条件を備え担当部署の長の判断で行います。 
 ①相談窓口では解決が図れないと判断されたとき  
 ②専門家の意見が求められるとき 
 ③申し立て者が休学、欠勤など長期に亘っている（見込まれる）とき 
 ④申し立て者が留年・卒業などの緊急性を帯び、理事長、学長権限による救済が必要なとき 
 ⑤その他、防止宣言に重大な違背が認められるとき 
 但し個別の事情を重視し、その都度適切な対処を心がけることとします。 
 
 
 

  ハラスメント発生  
          
          
  相談窓口（学内） 学生課、造形表現学部事務部、総務部の担当が相談にあたります  相談窓口（学外）  
  相談・苦情の受付   
  事実確認   
  担当がﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会 
で処理することが適当と 
判断 

申し立て者がﾊﾗｽﾒﾝﾄ防

止委員会への訴えを希 
望 

担当から 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

担当による勧告 
（軽易なﾚﾍﾞﾙ） 

未解決 
 

ホットライン 
＜㈱ﾀﾞｲﾔﾙｻｰﾋﾞｽ＞  

          
          
       改 善  
          
          
       解 決  
          
   
  
※1 

 
  ハラスメント防止委員会       
  事実確認・調査     
  申し立て者に誤解があると

認められた場合 問題があると認められた場合     

  
両者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、 
あっせん 

両者あっせん 
具体的措置 
（謝罪・処分・

異動等） 
改善勧告 

    

          
          
  納得 改善     
          
          
  解  決      
          
     学外機関へ     

申し立て者の承

諾を得たうえで 

申し立て者・被申し立

て者の異議申立て 



ハラスメント対応フロー（２） 
 
相談窓口、ハラスメント防止委員会において、「事実確認・調査⇒事実認定⇒問題解決」のフローを以下のよう

に定める。 
 
 

内容 様式  

事実確認・調査 様式１～４  

↓   

事実認定 様式５ ※必要に応じ被申し立て者研修を行なう。 

↓   

事実認定結果の説明   

↓   

問題解決   

①事実ありと認定の場合 → ・解決案の提示 
ｱ．被申し立て者への注意、指導 
ｲ．申し立て者への指導、助言 
ｳ．当事者間のあっせん 
ｴ．教学上、人事上の措置 
・被害の回復 
・被申し立て者への懲戒処分 
・当事者双方へのカウンセリング 

②申し立て者が虚偽の申し立ての場合 → ・懲戒対象になることを説明 
（場合によっては懲戒） 

↓   

記録の整理、保存    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 




